
と
よ
か
わ
観
光
も
の
し
り
検
定

～
訪
ね
て
探
す
体
感
ク
イ
ズ
ラ
リ
ー
～

▼
商
工
観
光
課（
８９
局
２
１
４
０
番
）

● 

出
題
数
は
全
１
０
０
問
。答
え
探
し
に
出
掛
け
よ
う

8

総
合
防
災
訓
練
を
実
施

▼
防
災
対
策
課（
89
局
２
１
９
４
番
）

● 

防
災
に
対
す
る
意
識
を
深
め
て
災
害
に
備
え
ま
し
ょ
う

　

市
で
は
、
市
民
な
ど
に
広
く

地
域
の
観
光
資
源
を
知
っ
て
も

ら
う
こ
と
を
目
的
に
、
と
よ
か

わ
観
光
も
の
し
り
検
定
を
開
催

し
ま
す
。

　

こ
れ
は
、
A
か
ら
D
の
4
つ

の
エ
リ
ア
に
分
け
た
市
内
を
巡

り
な
が
ら
、
観
光
資
源
に
関
す

る
問
題
の
答
え
を
探
し
て
解
く

も
の
で
、
ど
な
た
で
も
参
加
で

き
ま
す
。
出
題
数
は
全
エ
リ
ア

合
計
で
１
０
０
問
で
す
。
正
解

率
に
応
じ
た
認
定
証
を
交
付
し
、

80
問
以
上
の
正
解
で
プ
レ
ミ
ア

ム
い
な
り
ん
認
定
証
を
交
付
し

ま
す
。

期
間　

８
月
１
日
か
ら
11
月
30

日
ま
で

費
用　

無
料

応
募
方
法　

11
月
30
日
（
水
）

ま
で
（
消
印
有
効
）。
問
題
用
紙

に
設
け
た
解
答
欄
を
切
り
取
り
、

直
接
、
ま
た
は
郵
送
で
、
商
工

観
光
課
（
〒
442

－

8
6
0
1
諏

訪
１
の
１
）
へ
。
各
支
所
に
あ

る
応
募
箱
へ
投
函
す
る
こ
と
も

で
き
ま
す
。
問
題
用
紙
は
、
商

工
観
光
課
、
各
支
所
な
ど
に
あ

り
ま
す

そ
の
他　

プ
レ
ミ
ア
ム
い
な
り

ん
認
定
証
を
交
付
さ
れ
た
方
は
、

抽
選
で
、
2
月
に
開
催
す
る
プ

レ
ミ
ア
ム
ツ
ア
ー
に
参
加
で
き

ま
す

災害用ホームページの
テスト配信
秘書課（89局2121番）

　総合防災訓練に合わ
せて、市ホームページを
災害用のページに切り替
えます。

　

市
で
は
、
防
災
意
識
の
高
揚
、

知
識
・
技
能
の
向
上
、
関
係
機

関
の
相
互
連
携
を
目
的
と
し
て
、

総
合
防
災
訓
練
を
実
施
し
ま
す
。

日
時　

９
月
４
日
（
日
）
午
前

8
時
30
分
か
ら
11
時
ま
で

会
場
　
自
衛
隊
グ
ラ
ウ
ン
ド
他

内
容
　
自
主
防
災
会
に
よ
る
初

期
消
火
・
応
急
救
護
・
避
難
所

開
設
・
津
波
避
難
訓
練
、
陸
上

自
衛
隊
・
警
察
・
消
防
に
よ
る

救
出
救
助
・
通
信
訓
練
な
ど

そ
の
他　

当
日
は
、
訓
練
開
始

時
に
同
報
系
防
災
行
政
無
線
の

サ
イ
レ
ン
を
鳴
ら
し
ま
す

■
と
よ
か
わ
安
心
メ
ー
ル
の
活

用
を

　

市
か
ら
東
海
地
震
の
警
戒
宣

言
や
大
雨
・
暴
風
警
報
、
火
災

発
生
情
報
な
ど
の
緊
急
情
報
を
、

携
帯
電
話
や
パ
ソ
コ
ン
な
ど
に

お
知
ら
せ
し
ま
す
。
登
録
方
法

に
つ
い
て
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

問題
　旧東海道にある御油の松並
木には石碑が建っていますが、
そのそばにある御関札には何
と書かれているでしょうか。

① 松平丹後守
② 松平丹波守
③ 松平備後守

みんなで
答えを探しに
行くだリン☆
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区　分 内　　容 医療分料率 支援金分料率 介護分料率

所得割額 平成 27 年中所得から 33 万円
を差し引いて右の率を掛けた額 100 分の 6.6 100 分の 2.0 100 分の 1.7

被保険者
均等割額 被保険者 1 人当たり 28,200 円 8,700 円 9,900 円

世 帯 別
平等割額 1 世帯当たり 21,700 円 6,700 円 5,300 円

平成 28 年度の国民健康保険料率

※介護分保険料は､ 40 歳以上 65 歳未満の方（介護保険第 2 号被保険者）だけに掛かります

本
年
度
の
国
民
健
康
保
険
料
を

お
知
ら
せ
し
ま
す

● 
保
険
料
率
な
ど
が
決
定

▼
保
険
年
金
課（
８９
局
２
１
１
８
番
）

　

国
民
健
康
保
険
料
は
、
①
所

得
割
額
（
被
保
険
者
の
前
年
所

得
に
応
じ
て
計
算
）
②
被
保
険

者
均
等
割
額
（
被
保
険
者
１
人

当
た
り
で
計
算
）
③
世
帯
別
平

等
割
額
（
１
世
帯
当
た
り
で
計

算
）
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
医

療
分
、
後
期
高
齢
者
支
援
金
分
、

介
護
分
の
３
つ
の
保
険
料
率
で

計
算
し
た
合
計
額
と
な
り
ま
す
。

　

平
成
28
年
度
の
保
険
料
率
は

下
表
の
と
お
り
で
す
。
こ
の
保

険
料
率
に
よ
り
、
年
間
保
険
料

を
本
算
定
と
し
て
計
算
し
ま
す
。

た
だ
し
、
賦
課
限
度
額
（
年
額
）

は
、
医
療
分
保
険
料
が
54
万
円
、

後
期
高
齢
者
支
援
金
分
保
険
料

が
19
万
円
、
介
護
分
保
険
料
が

16
万
円
で
す
。

　

普
通
徴
収
の
方
は
、
年
間
保

険
料
か
ら
、
仮
決
定
に
よ
る
第

１
・
２
期
分
を
差
し
引
い
た
金
額

を
、
第
３
期
以
降
の
６
回
に
分

け
て
納
め
ま
す
。

　

特
別
徴
収
（
年
金
天
引
き
）

の
方
は
、
年
間
保
険
料
か
ら
、

仮
決
定
に
よ
る
４
月
・
６
月
・

８
月
分
を
差
し
引
い
た
金
額
を
、

10
月
・
12
月
・
２
月
の
３
回
に

分
け
て
納
め
ま
す
。

　

な
お
、
特
別
徴
収
の
対
象
者

は
、
被
保
険
者
全
員
が
65
歳
以

上
75
歳
未
満
の
世
帯
で
、
被
保

険
者
で
あ
る
世
帯
主
が
、
原
則

と
し
て
、
年
間
18
万
円
以
上
の

老
齢
基
礎
年
金
な
ど
を
受
給
し

て
お
り
、
国
民
健
康
保
険
料
と

介
護
保
険
料
の
合
計
額
が
老
齢

基
礎
年
金
な
ど
の
年
金
受
給
額

の
２
分
の
１
を
超
え
な
い
方
（
平

成
28
年
度
中
に
65
歳
、
ま
た
は

75
歳
に
到
達
す
る
方
を
除
く
）

で
す
。
た
だ
し
、
口
座
振
替
で

国
民
健
康
保
険
料
を
納
め
て
お

り
、
未
納
の
な
い
方
は
、
口
座

振
替
が
継
続
さ
れ
ま
す
。

　

本
算
定
の
国
民
健
康
保
険
料

は
、
８
月
中
旬
に
郵
送
す
る
「
平

成
28
年
度
納
入
通
知
書
」
で
お

知
ら
せ
し
ま
す
。

■
特
定
世
帯
と
特
定
継
続
世
帯

　

国
民
健
康
保
険
か
ら
後
期
高

齢
者
医
療
制
度
へ
移
行
し
た
方

が
い
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
世

帯
の
国
民
健
康
保
険
の
加
入
者

が
1
人
と
な
っ
た
世
帯
を
「
特

定
世
帯
」
と
い
い
ま
す
。
特
定

世
帯
に
な
っ
た
月
か
ら
5
年
を

経
過
す
る
月
の
属
す
る
年
度
ま

で
、
国
民
健
康
保
険
料
の
医
療

分
と
後
期
高
齢
者
支
援
金
分
の

平
等
割
額
を
2
分
の
1
軽
減
し

て
算
出
し
ま
す
。

　

ま
た
、
特
定
世
帯
と
な
っ
て

か
ら
5
年
を
経
過
す
る
月
の
属

す
る
年
度
以
降
も
引
き
続
き
国

民
健
康
保
険
と
後
期
高
齢
者
医

療
制
度
に
分
か
れ
て
い
る
世
帯

を
「
特
定
継
続
世
帯
」
と
し
て
、

国
民
健
康
保
険
料
の
医
療
分
と

後
期
高
齢
者
支
援
金
分
の
平
等

割
額
を
4
分
の
1
軽
減
し
て
算

出
し
ま
す
。

減免制度は申請が必要です
　平成28年４月１日現在、次のい
ずれかに該当する世帯は、国民健康
保険料の減免が受けられます。

対象  平成27年中の世帯の合計所
得金額が125万円以下で、①20歳
未満の子どもを養育している母子・
父子・寡婦世帯②世帯主が身体障害
者手帳、療育手帳、精神障害者保健
福祉手帳の交付を受けている世帯
申込  ①に該当する世帯は、平成
28年度納入通知書と母子・父子家
庭医療受給者証を、②に該当する世
帯は、平成28年度納入通知書と該
当の手帳を持参の上、直接、保険年
金課（本庁舎１階）へ
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